
月水木 曜日収集地区 1年間保存用令和8年4月1日から翌年3月31日令和8年度　ごみ分別排出・収集体制表
■毎週収集するごみ

生ごみ

地　区 ごみの種類
生ごみ

可燃系埋立ごみ大町･瀬越町
港町・明元町
幸町･本町
錦町･栄町

開運町

不燃系埋立ごみ

かん･びん

プラスチック製容器

ペットボトル

宮園町・寿町
礼受町・浜中町
沖見町・平和台

プラスチック製容器

ペットボトル
見晴町

生ごみ

可燃系埋立ごみ

かん･びん

可燃系埋立ごみ

不燃系埋立ごみ 木曜日

排出曜日
月･木曜日

月曜日

木曜日

月･木曜日

月曜日

月曜日

月･木曜日

水曜日

木曜日

月曜日

かん･びん

プラスチック製容器
水曜日

ペットボトル

木曜日

不燃系埋立ごみ

水曜日

綿 製 品 の 回 収 に つ い て
☆対象綿製品
　　綿５０％以上のもの。（メリヤス地、メン地、タオル地、ネル地）
☆出　し　方
　・ボタン、ファスナー等は、必ず取外してください。
　・臭いや汚れがある場合は、必ず洗濯をしてください。
　・回収場所に設置している回収かごに入れてください。
　・回収場所の開設日、開設時間内に持ち込んでください。
☆回収かご設置場所
五十嵐町１　はーとふる　　　　／　幸　　町１　市役所
千 鳥 町３　千鳥児童センター　／　寿　　町３　寿児童センター
花 園 町３　るもい健康の駅　　／　元　　町５　港北コミセン　
沖 見 町５　港南コミセン　　　／　明 元 町６　消費生活センター
南　　町２　東部コミセン　　　／　見 晴 町２　中央公民館
潮　　静３　潮静児童センター　／　住之江町２　留萌図書館　
藤 山 町 　 こさえーる　　　　／　藤 山 町　  資源化施設(美サイクル館)　
高 砂 町２　港東コミセン　

粗 大 ご み の 申 込 み に つ い て
☆受付期限
　収集日の２日前（閉庁日の場合は、その前の平日）の
　午後３時まで。（早めに申込みください）
☆限　　　度　 １回につき５点まで申込みができます。
☆申込み先　 留萌南部衛生組合　
　 　　電話　４３－２５５５ ／ ４３－２５８８

小 型 家 電 の 回 収 に つ い て
☆対象製品
　家庭で使用していた小型家電 （対象品目はお問合せください）
☆回収ボックス設置場所（回収ボックス投入口：３０㎝×３０㎝）
　市役所(幸町1 ) ／資源化施設（美サイクル館(藤 山 町)）

　はーとふる(五十嵐町1)　※各施設の開設日、開設時間内に投入

☆ 問合せ先　留萌南部衛生組合　４３－２５５５ ／ ４３－２５８８

手数料
10ｋｇあたり

生ごみ ２１０円
木くず
剪定枝

可燃系埋立ごみ

不燃系埋立ごみ

粗大ごみ ２２０円
資源ごみ
　かん、びん、ペットボトル
　新聞、雑誌、ダンボール
　紙パック、雑がみ、金属類
　紙製容器、白色トレイ
　プラスチック製容器
　発泡スチロール
危険ごみ

※年末年始（１２月３１日～１月３日）は休みとなります。

無　料

生ごみ処理施設
　小平町字鬼鹿富岡46番地1
　搬入時間：午前９時～午後４時

※ごみの重さで料金が掛かりますので、指定袋に入れる必要はありません。

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
を
含
む
）

ご み の 直 接 搬 入 に つ い て

種 別 搬 入 先 搬入日

無　料

資源化施設（美サイクル館）
　留萌市大字留萌村字藤山1714番地1
　搬入時間：午前９時～午後５時

一般廃棄物最終処分施設
　増毛町御料１５５０番地１
　搬入時間：午前９時～午後５時

１６０円

　(株)さしかわ (開運町２) 42-2205
　(有)三和 (見晴町６) 42-3646
　(株)日本防災技術センター (開運町２) 49-2381

　ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ(株) (南町１) 42-2667
　伊藤忠エネクスホームライフ(株) (潮静２) 42-0023
　北海道エナジティック(株) (栄町１) 42-0407

　眞田運輸(株) (東雲町２) 42-0840

　(株)イバヤシ (末広町４) 42-0173
　(有)コバヤシ (高砂町３) 43-1259

　・テレビ　 ・洗濯機 ・衣類乾燥機

●プロパンガスボンベ（無料・自己搬入）

※上記の他、パソコン、廃タイヤ、バッテリー、農薬及び劇
薬類等の薬品、廃油や塗料の入った缶、医療器具等の感染性
一般廃棄物、ピアノ、バイク、スクーター、灯油タンク（４
９０ℓ）、大型で重量のある物（最大の辺または径が２メー
トル、容積が２立方メートル、重量が１００㎏を超える物）
などは収集できません。購入先または収集運搬許可業者にご
相談ください。引越しなどで多量にごみが出る場合は、直接
搬入するか、収集運搬許可業者にお問合わせください。

収集処理できないごみの引取り・相談先
●消火器（有料）

●ごみ収集・運搬許可業者

●家電リサイクル法の対象となるもの（有料）

　・エアコン ・冷蔵庫 ・冷凍庫 買替時には、購入先

のお店に相談ください

■月2回収集するごみ
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地　区
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1. ごみは収集日の朝9時までに出しましょう。

2. ごみは指定された収集場所に出しましょう。

3. ごみは指定された袋で必ず出しましょう。

4. 分別区分を守り、適正な排出をしましょう。

※地区別ごみ収集早見表は環境保全課にあります。市ホームページにも掲載していますのでご利用ください

■月1回・年2回収集のごみ
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